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・Ａ＝（Ｘｎ＋Ｘｎ＋１＋Ｘｎ＋２）÷{（x＋x＋x）×（１＋消費税率）} 

ここでｘはサービス購入料 B-2の想定年額で、提案時は 2,346千円（税抜）。 

・精算条件：Ａ＜0.9 またはＡ＞1.1の場合に、下記のとおり精算を行う。 

 ・Ａ＜0.9の場合： 

Ｂ＝(x＋x＋x)×（１＋消費税率）×0.9－(Ｘｎ＋Ｘｎ＋１＋Ｘｎ＋２) 

とすると、事業者はＢを発注者に返還する。 

  ・Ａ＞1.1の場合： 

Ｂ＝(Ｘｎ＋Ｘｎ＋１＋Ｘｎ＋２)－(x＋x＋x)×（１＋消費税率）×1.1 

とすると、事業者はＢを発注者に請求し、発注者は支払うものとする。 

・精算が発生する場合は、ｎ＋３年度の第１四半期のサービス購入料で調整（加算も  

しくは減算）する。 

  ・ただし、令和 18 年度、令和 19 年度のサービス購入料 B-2 の清算については、上記

算式を下記のとおり置き換えて、令和 19年度の第４四半期のサービス購入料支払時

に調整する。 

   Ａ＝（Ｘ令和 18 年度＋Ｘ令和 19 年度）÷{（x＋x）×（１＋消費税率）} 

   Ａ＜0.9の場合：Ｂ＝(x＋x)×（１＋消費税率）×0.9－(Ｘ令和 18 年度＋Ｘ令和 19 年度) 

Ａ＞1.1の場合：Ｂ＝(Ｘ令和 18 年度＋Ｘ令和 19 年度)－(x＋x)×（１＋消費税率）×1.1 


